
 

入 札 説 明 書 

 

１ 貸付物件（詳細は別紙のとおり） 

所在地 設置場所 貸付面積 設置台数 

豊田市井上町１２丁

目１７９番地 

教室棟１階 

昇降口前 
９．００㎡（建物） ２台 

※１ 貸付面積には、３(7)イの回収ボックスを含みます。また、自動販売機の機種

によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあ

るので、それらの支障がないか申込前に設置場所の確認をしてください。 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす者は、入札に参加することができます。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条

の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(2) 政令第 167条の４第２項第１号から第 7号までのいずれにも該当しない者（い

ずれかに該当した者であって、その事実があった後３年を経過した者を含む。）

であること。 

(3) 県が実施する自動販売機の設置を目的とする公有財産の貸付に係る一般競争

入札参加者に必要な資格に関する告示（平成 21 年３月６日付け愛知県告示第

149 号）に定める資格をすべて満たすこと。 

(4) 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を置いていること。 

(5) 入札公告の日から落札決定までの間、愛知県から指名停止措置を受けていな

いこと。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始

の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(7) 入札公告の日から入札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業

からの暴力団排除に関する合意書」（愛知県知事等・愛知県警察本部長、平成 24

年 6 月 29 日締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

３ 自動販売機の設置条件 

(1) 設置事業者の施設使用形態 

自動販売機の設置は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第

４号の規定に基づき、愛知県が設置事業者に対し、行政財産である建物（又は土



 

地）の一部を賃貸する方法により行います。 

(2) 貸付期間 

   令和８年７月１日から令和13年３月31日まで４年９カ月間とします。 

(3) 貸付料 

貸付料は、入札により決定した金額とします。 

(4) 必要経費 

自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業

者の負担とします。 

また、光熱水費についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において

計量機器（子メーター）を設置し、それによる実費を、愛知県が指定する期限ま

でに全額納入してください。 

(5) 設置機器の条件 

設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとして

ください。 

ア 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

イ 新旧500円硬貨及び1000円紙幣が使用できること。 

ウ 販売時間の設定ができること。 

エ 学校施設の改修工事等により貸付場所を変更する必要が生じた場合、設置事

業者は自己の負担において自動販売機等の移設を行うこと。 

オ 災害対応型のものであること。 

  なお、自動販売機及び機器商品の取扱いについては、落札決定後、愛知県と

協議の上、協定を締結すること。 

(6) 利用上の制限 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

ア 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。 

イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

ウ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、愛知県の指示に従う

こと。 

エ 販売品目は、清涼飲料水等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。

また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

なお、商品の具体的な構成については、落札決定後、事前に愛知県と協議を

行うこと。 

  オ 多品種かつ新製品の取扱いが可能なこと。 

  カ 販売価格はメーカー希望価格より10円値引した価格以下とすること。 

  キ 契約期間中に内容を変更する場合は、事前に愛知県と協議を行うこと。 

 

 



 

(7) 維持管理 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行

うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適

切に行うこと。 

イ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の

回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルす

ること。 

ウ 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必

要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に

設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 

オ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の

責任において対応すること。 

カ 故障時は、直ちに対応すること。また、利用者が購入した際に損金が生じた

場合は直ちに返金すること。 

キ ゴミの回収は状況に応じて行うこと。 

ク 販売期間・時間については、本校の指示する期間・時間とすること。 

ケ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、学校の指示に従うこ

と。 

コ 本校から生徒指導等の理由により販売の一時停止の要請があった場合には

応じること。 

 (8) 原状回復 

設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回

復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を愛知県に請

求することができません。 

 

４ 入札参加申込みの受付 

(1) 日時 

   令和８年４月13日（月）から令和８年４月27日（月）まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する国民の祝日を除

く。）の午前９時から午後４時30分まで 

(2) 場所 

   愛知県立猿投農林高等学校 管理棟１階 事務室  

(3) 提出書類（各１部） 

ア 一般競争入札参加申込書（様式第１） 

イ 誓約書（様式第２）（本人（法人の場合は代表者）の誓約書が必要） 



 

ウ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 

     <法人の場合>・・・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

     <個人の場合>・・・住民票 

エ <個人の場合>自動販売機の設置業務において３年以上の実績を有している

ことを確認できる書類の写し。 

オ 入札公告の日から過去３か年以内に、国、地方公共団体に、自らが管理・運

営する飲料の自動販売機を設置した実績を証明する使用許可書又は契約書の

写しの何れか 

  カ 国税及び県税の未納がないことの証明書 

   （ア）国税について 

a 法人・・・「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

       （その３の３ 未納のないことの証明） 

b 個人・・・「所得税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

       （その３の２ 未納のないことの証明） 

（イ）県税について（愛知県の県税事務所が発行する納税証明書） 

  a 法人・・・「法人事業税」、「法人県民税」及び「自動車税」の未納の税額

がないこと用 

  b 個人・・・「個人事業税」及び「自動車税」の未納の税額のないこと用 

  ※ウ及びカの証明書類は、原本を確認できれば、写しの提出でも可能です。 

(4) 郵送で申し込む場合 

次のあて先に郵送してください。なお、郵送による入札参加申込みの場合は、 

令和８年４月27日（月）午後４時30分必着とします。 

    〒４７０－０３７２ 

     住所 豊田市井上町１２丁目１７９番地 

愛知県立猿投農林高等学校 あて 

   ※封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 

 

５ 現地説明の場所及び日時 

(1) 集合場所 

   愛知県立猿投農林高等学校 管理棟３階 会議室 

(2) 日時 

   令和８年４月23日（木）午後３時から 

 

６ 入札執行の場所及び日時 

(1) 場所 

   愛知県県立猿投農林高等学校 管理棟３階 会議室 

(2) 日時 



 

   令和８年５月11日（月） 午後１時から 

 

７ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の５以上の金額の入札保証金（愛

知県財務規則（昭和３９年愛知県規則10号。以下「財務規則」という。）第152条の

４に定める入札保証金に変わる担保を含む。）を開札期日までに契約担当者に納め

なければなりません。 

ただし、財務規則第152条の３（入札保証金の納付の免除）の規定により、全部又

は一部の納付を免除されたときは、この限りではありません。 

 

 

８ 入札金額 

(1) 入札金額は、３（２）の貸付期間中の貸付料の総額を記入してください。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセント

に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費

税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。 

 

９ 入札 

(1) 同一物件について、一人で二人以上の申込人の代理人となり、又は申込人が他

の申込人の代理人となることはできません。 

(2) 代理人が入札する場合、委任状（様式第３）を提出してください。(入札書に

記載された会社の社員等が入札書を持参した場合、委任状は不要) 

(3) 入札は、入札書（様式第４）を封筒に入れ封印し、「令和８年５月 11 日開札 

愛知県立猿投農林高等学校への自動販売機設置の入札書在中」及び入札者の住

所及び氏名（法人にあっては、所在地、名称及び代表者名）を封筒に表記しなけ

ればなりません。 

［記入例］ 

（表）              （裏） 

 

 

 

 

 

(4) 提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず書換え、引換え、又は撤回

することはできません。 

(5) 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

年 月 日開札 

愛知県立○○○○学校への自動販売機設置

の入札書在中 

印 印 印 
△△市△△町△－△ 
株式会社 △△△△ 
代表取締役 △△ △△ 



 

  ア 財務規則第152条第１号から第８号に該当する入札 

イ 一般競争入札参加申込書及び誓約書を提出していない者のした入札 

  ウ 入札書の金額を訂正したもの 

  エ 郵送による入札 

  オ 虚偽の事実を記載した者のした入札 

  カ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

  キ 代理人が入札する場合に、委任状を提出していない者のした入札 

 

10 開札 

(1) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければなりません。入札者又はそ

の代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない愛知県

の職員を立ち会わせて開札を行います。 

(2) 落札者は、愛知県の予定価格以上の最高の価格をもって決定します。ただし落

札者となる同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者

を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、代わって入

札に関係ない愛知県の職員にくじを引かせます。 

(3) 開札の結果、予定価格に達する入札のない場合で、入札参加者が再度の入札を

希望するときは、直ちに再入札を行います。 

 

11 入札の中止  

不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない

理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。 

 

12 契約の締結 

(1) 別紙契約書（様式第５）により、契約書を作成するものとします。 

(2) 契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。 

(3) 貸付契約は申込者名義で行います。 

(4) 貸付契約は、貸付期間の満了をもって終了し、更新はありません。 

 

13 貸付料の納付 

  各年度、納入通知書により、一括納付していただきます。 

 

14 契約保証金 

契約を締結しようとする者は、財務規則第129条の２の規定により、契約金額の

100分の10以上の金額の契約保証金を契約締結日までに契約担当者に納めなければ

なりません。 

ただし、財務規則第129条の３（契約保証金の納付の免除）の規定により、全部又



 

は一部の納付を免除されたときは、この限りではありません。 

 

15 問い合わせ先 

愛知県立猿投農林高等学校 事務室  担当 岸本 

住所 豊田市井上町12丁目179番地（〒470－0372） 

電話 ０５６５－４５－０６２１ 



 

別紙 

 

自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所 

 

区 分 内   容 

１ 名 称 愛知県立猿投農林高等学校 

２ 所在地 
豊田市井上町１２丁目１７９番地 

３ 設置場所 設置場所見取り図のとおり 

４ 開校時間 
平日 午前８時 30 分から午後５時 00 分まで。 

ただし、部活動等で休日等も開校している場合がある。 

５ 職員数及び生徒数  ５９５人 

６ 施設内にある他の

自動販売機等の状

況 

 

７ 施設内にある他の

自動販売機の販売

価格 

売 店：パック（２００ｍｌ） １００円 

８ 貸付場所の変更 貸付期間中に大規模改造工事等が行われる可能性があ

るため、貸付場所を変更させていただく場合があります。 

９ その他 校舎については、休日は基本的に施錠しているため、

自販機の使用はできません。 



 

自動販売機の設置に係る県有財産有償貸付契約についての注意事項 

 

 

 今回の競争入札に付した下記貸付物件に係る貸付契約は、契約期間の満了をもって

終了し、更新はありません。 

 したがって、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約（再契約）が締

結される場合を除き、期間の満了の日までに貸付物件を明け渡さなければなりません

ので、注意してください。 

記 

１ 貸付物件 

所 在 地 豊田市井上町 12－179 

設置場所 愛知県立猿投農林高等学校 教室棟１階 昇降口前 

貸付面積 ９．００㎡ 

設置台数 ２台 

 

２ 契約期間 

令和８年７月１日から令和 13 年３月 31 日まで 





 

県有財産有償貸付契約書 

  

 貸付人愛知県（以下「甲」という。）と借受人       （以下「乙」という。）

とは、次の条項により県有財産について借地借家法（平成３年法律第90号。以下「法」

という。）第38条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした有償貸付契約を

締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 （貸付物件） 

第２条 貸付物件は、次のとおりとする。 

施設名称 所在地 貸付箇所 面  積 

愛知県立猿投農

林高等学校 

豊田市井上町１２丁目

１７９番地 

教室棟１階 

昇降口前 
９．００㎡ 

２ 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって

契約数量とすることを了承するものとする。 

 （用途の指定） 

第３条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途（以下「指定用途」とい

う。）に自ら使用しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守

しなければならない。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和８年７月１日から令和13年３月31日までとする。 

 （契約更新等） 

第５条 本契約は、法第38条の規定に基づくものであるから、法第26条、第28条及び

第29条第１項並びに民法（明治29年法律第89号）第604条の規定は適用されないの

で、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める貸付期間の満了時において、

本契約の更新（更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。）又は貸付期

間の延長は行わないものとする。 

２ 甲は、前条に規定する期間満了の１年前から６か月前までの期間（以下「通知期

間」という。）に乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によっ

て通知するものとする。 

３ 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改

めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該

通知日から６か月を経過した日をもって、本契約は終了する。なお、甲、乙協議の

うえ、乙が了承した場合にはこの限りではない。 

様式第５（建物） 



 

 （貸付料） 

第６条 貸付料は、次のとおりとする。 

  契約金額 金＜落札価格＞円 

  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金     円 

  「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）

及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により算出したもので、契約金額に

110分の10を乗じて得た額である。 

 （貸付料の支払） 

第７条 乙は、前条に定める貸付料を、次に掲げるとおり、甲の発行する納入通知書

により納入しなければならない。 

年  次 納 付 金 額 納 入 期 限 

第一年次 契約金額の57分の９に相当する額 令和８年７月31日 

第二年次 契約金額の57分の12に相当する額 令和９年４月 30 日 

第三年次 契約金額の57分の12に相当する額 令和 10 年４月 30 日 

第四年次 契約金額の57分の12に相当する額 令和 11 年４月 30 日 

第五年次 契約金額の57分の12に相当する額 令和 12 年４月 30 日 

 （電気料等の支払） 

第８条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る専用メー

ターを設置するものとする。 

２ 甲は、施設全体の電気料金単価に基づき、施設全体の検量日に合わせて検針した

使用電力量を基に使用料を計算し、速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。 

３ 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払わなければならない。 

 （延滞金） 

第９条 乙は、第７条及び第８条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料及び電

気料等（以下「貸付料等」という。）を納入しなかったときは、納入期限の翌日から

納入した日までの期間に応じて年３パーセントの割合で計算した延滞金を甲に支

払わなければならない。 

 （充当の順序） 

第10条 乙が貸付料等及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が貸

付料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

 （契約保証金） 

第11条 契約を締結しようとする者は、財務規則第129条の２の規定により、契約金

額の100分の10以上の金額の契約保証金を契約締結日までに契約担当者に納めなけ

ればならない。 

ただし、財務規則第129条の３（契約保証金の納付の免除）の規定により、全部又



 

は一部の納付を免除されたときは、この限りではない。 

 （契約不適合） 

第12条 乙は、この契約締結後、貸付物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときに、当該契約不適合を

理由として、履行の追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求又は本契約解除を

することができない。 

（維持保全義務） 

第13条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければなら

ない。 

２ 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報

告しなければならない。 

 （維持補修） 

第14条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。 

２ 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担

とする。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第15条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲

渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。 

 （実地調査等） 

第16条 甲は、貸付物件について随時使用状況及び販売状況を実地に調査し、乙に対

し報告又は資料の提出を求めることができる。 

２ 甲は、乙が提出した報告に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告

を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

３ 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠たり、実地調査を拒み、妨げてはならな

い。 

 （違約金） 

第17条 乙は、第４条に定める期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ

たときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければな

らない。 

 (1) 第16条に定める義務に違反した場合 

   金＜貸付料の１年分に相当する額＞円 

 (2) 第３条及び第15条に定める義務に違反した場合 

   金＜貸付料の１年分に相当する額の３倍の額＞円 

２ 前項に定める違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈し

ないものとする。 

 （契約の解除） 

第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 



 

 (1) 乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

 (2) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸付

物件を必要とするとき。 

 (3) 乙が振り出す手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受

けたとき。 

 (4) 乙が、差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立

てを受けたとき。 

 (5) 乙が、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立

てをしたとき。 

 (6) 乙が、甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

 (7) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 

 (8) 乙が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決

議をし、又は事実上営業を停止したとき。 

 (9) 乙の資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を

行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

 (10) 貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を

乙が妨げると認めたとき。 

 (11) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 

 （談合その他不正行為に係る解除） 

第19条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約

を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を

負わないものとする。 

 (1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条

第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第20条第２項において準用する場

合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第17条の２又は第20条第１項の

規定による命令（以下｢排除措置命令｣という。）を行い、当該排除措置命令が確定

したとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項

（第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第７条の９第１項

の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命

令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定に

より取り消された場合を含む。）。 

 (3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第８条の４第１

項の規定による命令（以下「競争回復措置命令」という。）を行い、当該競争回復

措置命令が確定したとき。 

 (4) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45

号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定



 

する刑が確定したとき。 

 (5) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第198条の規定によ

る刑が確定したとき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成

員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

 （談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第20条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか

否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を甲が指定

する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。た

だし、前条第１項第１号から第３号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争

回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引

方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当

廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前条第１項第４号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該

当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の１０分の３に相当する額を支

払わなければならない。 

  (1) 前条第１項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の

３の規定の適用があるとき。  

(2) 前条第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀

者であることが明らかになったとき。 

(3) 乙が甲に談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠

償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求すること

ができる。 

４ 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠

償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散している

ときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

 （暴力団等排除に係る解除） 

第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっ

ては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に

実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を

有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人に

あってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的

に関与している者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条



 

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組

織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）

がいると認められるとき。 

 (2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団

員等」という。）若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実

質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

 (3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められると

き。 

 (4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

 (5) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であること

を知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損 

害の賠償を乙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、 

その責を負わないものとする。 

（妨害等に対する報告義務等） 

第22条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害とな

るものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等の一定の行為を請求する権利若し

くは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求方法、態様若

しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）（以下「妨害等」

という。）を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出

しなければならない。 

２ 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠っ

たと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約

において契約の相手方としない措置を講ずることがある。 

 （中途解約） 

第23条 乙は、貸付期間の開始から１年を経過したのちは、甲に対して中途解約を申

し入れることができる。この場合、乙は、契約解除希望日の３か月前までに、書

面により申し出をしなければならない。ただし、貸付料の３か月分に相当する金

額を支払うことにより、この契約を直ちに解約することができる。 

（原状回復） 

第24条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、第18条、第19条、第21条

及び第23条の規定により契約が終了したときは、甲の指定する期日までに貸付物件

を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が貸付物件を原状に回

復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 



 

 （貸付料の返還） 

第25条 甲は、第18条第２号及び第23条の規定によりこの契約が終了したときは、既

納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日

割計算により返還する。 

 （損害賠償等） 

第26条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 （有益費の請求権の放棄） 

第27条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第18条、第19条、第

21条及び第23条の規定により契約が終了したときにおいて、貸付物件に投じた有益

費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。 

 （契約の費用） 

第28条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

 （疑義等の決定） 

第29条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項について

は、甲、乙協議の上、これを定めるものとする。 

 （裁判管轄） 

第30条 この契約に関する訴の管轄は、愛知県庁所在地を管轄区域とする名古屋地方

裁判所とする。 

 この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

    年  月  日 

 

         甲     豊田市井上町１２丁目１７９番地 

               愛 知 県  

               代表者 愛知県立猿投農林高等学校長 

                            天野 淳   

 

         乙     住 所 

               氏 名 

               名称及び 

       代表者氏名             

 

  



 

仕 様 書 

 

１ 機器設置の条件 

(1) 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

(2) 新旧500円硬貨及び1000円紙幣が使用できること。 

(3) 販売時間の設定ができること。 

(4) 学校施設の改修工事等により貸付場所を変更する必要が生じた場合、設置事業 

者は自己の負担において自動販売機等の移設を行うこと。 

(5) 災害対応型のものであること。 

 

２ 販売品目の条件 

(1) 販売品目は、清涼飲料水等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。

また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

なお、商品の具体的な構成については、甲との協議によること。 

(2) 建物内に設置されている他の自動販売機の販売価格と均衡のとれた価格で販

売すること。 

(3) 販売価格はメーカー希望価格より 10 円値引きした価格以下とすること。 

(4) 契約期間中に内容を変更する場合は、事前に甲と協議を行うこと。 

 

３ 維持管理責任 

(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品

の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回

収ボックスを必要数設置し、乙の責任で適切に回収・リサイクルすること。 

(3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。 

(4) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要

な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

(5) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設

置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

(6) 自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明

記し、乙の責任において対応すること。 

(7) 故障時は、直ちに対応すること。また、利用者が購入した際に損金が生じた場

合は直ちに返金すること。 

(8) ゴミの回収は状況に応じて行うこと。 

(9) 販売期間・時間については、甲の指示する期間・時間とすること。 

(10) 甲から生徒指導等の理由により販売の一時停止の要請があった場合には応じ

ること。 

 



 

４ 売上状況等の報告 

  本件自動販売機の売上状況を下記のとおり報告すること。 

(1) 内容 

場所 本数（本） 売上金額（円） 

猿投農林高校教室棟１階

昇降口前―１ 

  

猿投農林高校教室棟１階

昇降口前－２ 

  

 

(2) 期限 

区分 報告期限 

４月～６月   ７月３１日 

７月～９月  １０月３１日 

１０月～１２月 １月３１日 

１月～３月 ４月３０日 

 

５ その他 

  自動販売機設置前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む。）のカタログ

及び配置図を提出すること。 

 


